
Ⅵ 道路施策の進め方

１．事業のスピードアップ
(1)目標宣言プロジェクトの全国展開

道路事業の効果を早期に発揮さ

せ、道路事業の透明性・信頼性を

一層向上させるため、プロジェク

ト・マネジメントを強化し、事業
参１

のスピードアップを図ります。な

かでも、５年以内に供用を目指す

効果の高い事業について、供用目

標と年度毎の進捗目標を公表し、

その達成度を評価する「目標宣言プロジェクト」を全国で実施します。

○目標宣言プロジェクト：首都圏中央連絡自動車道等

(2)用地取得と埋蔵文化財調査の迅速化

迅速に用地を取得するため、土地収用制度の適切な活用を進めるとと

もに、地方公共団体等への委託を推進します。また、埋蔵文化財調査の

促進のため、地方公共団体等の協力を得つつ民間委託や調査員の広域的

確保などの先進的取組みの拡大に努めます。

(3)沿道コミュニティからの協力確保

大都市の環状道路等の整備により、沿道の生活環境に与える影響が懸

念される地域において、道路空間の緑地化、公園の整備、代替地の確保

等を推進する仕組みを導入し、沿道住民の懸念を軽減・緩和します。

○大規模沿道環境保全事業（仮称 ［新規］）

２．国民の視点に立った道路行政の推進

(1)成果志向の道路行政マネジメントの強化

国民の視点に立ち、より効果的、効率的かつ透明性の高い道路行政へ

と転換を図るため、成果志向の道路行政マネジメントの浸透・定着を図

ってきたところです。今後は、地方公共団体等と連携し、国民に見える

道路行政マネジメントの強化を図ります。

①国民との協働による道路行政の推進

国民と道路行政が進める施策の目的、重要性

等に関する認識を共有するとともに、国民のニ

ーズにきめ細かく対応することにより、よりよ

い道路行政を推進していくため、国道事務所等

において目標の設定から実施、評価の各段階に

ついて、ＮＰＯ等の市民団体をパートナーとす

、 。るなど 国民と協働して道路施策を推進します

＜参＞１． ：チームに与えられた目標を達成するために、人材・資金・設備プロジェクト・マネジメント

・物資・スケジュールなどをバランスよく調整し、全体の進捗状況を管理する手法

【国民と協働する道路行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ】
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【事業のスピードアップ概要フロー】



また、国民と密接に関わる道路管理の分野においては、ボランティア

サポートプログラム等の活動やその交流に対して支援します。
参２

②地方公共団体との連携によるマネジメントの推進

より効率的な道路行政を目指し、各地域においての課題やニーズを地

方公共団体と共有、国と地方とが連携して最適な解決策を見出し、優先

度が高いところから対策を実施します。

(地方と連携している例) 「道路見える化計画(山梨県交通安全対策の例)」
参３

③有料道路事業におけるマネジメントの推進

有料道路事業においても、協定を踏まえた本線渋滞損失時間等のアウ
参４

トカム指標を導入し、高速道路の維持・管理に関するマネジメントの取

組みを推進します。

(2)国民の多様なニーズに応える仕組みの充実

「道の相談室」や「道路緊急ダイヤル」の一層の

活用により、道路に関する必要な情報を収集すると

、 、ともに 国道事務所等における施策の実施にあたり

引き続き各種モニターの積極的な導入を推進するな

ど、道路管理者が地域住民や市民団体等と連携しつ

つ、道路に関する身近できめ細かなニーズを積極的

に把握するための取組みを推進します。

さらに、地域住民や市民団体等の協力も頂きなが

ら、国と地方公共団体が連携し、道路の整備や管理

に係る潜在的なニーズへの対応を図る取組みを推進します。

＜参＞２． ：地域住民団体が道路管理者・自治体と協定を結び、道路のボランティアサポートプログラム

美化活動や道路異常の発見・通報等を行い、それを用具の支給等により道路管理者・自治体が

サポートするシステム

３． ：効率的に道路行政を推進するために、各都県と連携して課題のデータや、道路見える化計画

それに基づいた解決策とその結果を国民に「見える化」したり、工事の実施の際にも何のため

の工事か「見える化」したりするなど、今まで見えにくかった道路行政をもっとわかりやすく

「見える化」する計画

４．平成18年3月31日に高速道路会社６社と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との間で

締結
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「見える化プラン」では、8,226箇所のうち、事故データの分析、
委員会での審議、県民アンケートにより47箇所の危険箇所を厳選。
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(3)事業評価の徹底

個別事業の効率性及びその実施過程における透明性の一層の向上を図

るため、引き続き個別事業の厳格な評価を徹底します。また、環境・安
参５

全等のより多様な便益要素を評価対象に取り入れ、的確な分析と説明に

努めます。

(4)道路計画の策定プロセスの改善

道路計画の策定にあたっては、手続きの透明性、客観性、公正さを確

保するため、構想段階から市民参画型道路計画プロセスを推進します。
参６

３．多様な主体の協働による新しい道路空間の形成

バリアフリー、景観、防災、地域の賑わいなど道路に対する国民のニーズ

は一層多様化しており、これらのニーズに的確に対応するため、21世紀にふ

さわしい「人と道路のつきあい方」や「地域と道路の新しい関係」の構築が

求められています。

このため、既存の画一的な道路の機能や区域、管理者といった概念にとら

われることなく、新しい道路・沿道空間の形成に関する柔軟な制度の構築を

図ります。

また、これらの制度を積極的に活用することにより 「日本風景街道(ｼｰﾆ、
参７

ｯｸ･ﾊﾞｲｳｪｲ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ)」等の推進を図ります。

＜参＞５．事業評価実施要領（平成10年３月策定）等に基づき実施してきた費用便益比（Ｂ／Ｃ）を含む

個別事業評価を新規事業採択時の評価、事業途中段階の再評価、完成後に行う事後評価として

実施

６．個別の路線計画において、都市計画決定等の段階より早い段階のこと

． 「 ． 「 （ ）」７ Ｐ20 ４ 美しい景観や活力ある地域づくりのための 日本風景街道 ｼｰﾆｯｸ･ﾊﾞｲｳｪｲ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

の推進」参照
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(参考)道路ルネッサンス研究会の提言のポイント
参８

・沿道住民や地方公共団体等が参画して、道路の性格の決定や計画

の作成を行う仕組み

・計画に基づき、様々な主体が参画して沿道も含めた空間の一体的

な整備・管理を行う仕組み

・道路のあり方・性格に応じて、構造基準・占用許可基準を多様化

する仕組み

４．コスト構造改革の推進

質の高い道路サービスを確保しつつコストを縮減するため、引き続きコス

ト構造改革に取り組み、規格の見直しによる工事コストの縮減や事業のスピ

ードアップによる整備効果の早期発現、維持管理費の縮減などにより、総合

的なコスト縮減を図ります。

、 、 、また 将来の維持管理費の縮減については 道路ストックの増大に対応し

適切な時期に的確な道路構造物の補修を行い、ライフサイクルコストを低減

するなど積極的な対策を実施します。

H19までに総合コスト縮減率を15％縮減（H14比）

H17（速報）10.6％ H18（目標）12.0％ H19（目標）15％（H14比）⇒ ⇒

５．公共工事の品質確保の促進と入札談合の再発防止

公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、社会資本の品質確保の

ため、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素を考慮し、現場に即した技

術力の競争を求める総合評価方式の充実や新技術の活用など、価格と品質に

優れた調達を実施します。

また、高速道路や直轄国道の工事について、客観性・透明性・競争性の高

い一般競争方式を引き続き推進するなど、入札談合の再発防止を図ります。

６．国と地方のパートナーシップ

地方の自主性・裁量性を高めるため、地域の課題解決に資する効果の高い

道路事業を積極的に展開できるよう、地域の提案に基づき更なる改善を実施

します。

○補助国道の小規模な改良や補修を一体的に計画・事業実施［新規］

○地方道路整備臨時交付金について、手続の簡素化など更に運用改善を実施

＜参＞８．道路ルネッサンスを推進するための具体的な提言を頂くため本年２月に設置された研究会（委

員長：屋井鉄雄東京工業大学教授）において、沿道と連携した空間の形成に関する柔軟な制度

の構築の必要性について提言がなされたところ




